
 

                              
 

平成 16年 7月 27日 

各      位 

 
山梨県南巨摩郡増穂町小林 4 3 0 番地 1 
ニ ス カ 株 式 会 社 
代 表 取 締 役 社 長   中 里 賢 次 

（ 登 録 銘 柄 ・ ｺ ｰ ﾄ ﾞ   6  4  1  5 ） 

【問合せ先】 常務取締役  小  林  隆  二   
 TEL 0 5 5 6 － 2 2 － 6 6 0 0  (代表) 

１単元の株式数の変更に関するお知らせ 

当社は、平成１６年７月２７日開催の取締役会において、下記のとおり、１単元の株式数の変更に

ついて、決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．最近の投資単位の状況及び変更の理由 

   最近の１単元の投資金額の高額化および個人株主の減少傾向を勘案し、当社株式の流通の活性 

  化及び投資家層の拡大を図るために、当社株式の１単元の株式数の変更を行うものです。 

 

２．変更の内容 

１単元の株式数を１,０００株から１００株に変更する。 

 

３．変更予定日 

平成１６年１０月１日（金曜日） 

 

【ご参考】 

１．上記変更にともない、平成１６年１０月１日付をもって、ＪＡＳＤＡＱ市場における売買

単位も１,０００株から１００株に変更されます。 

２．平成１６年９月３０日現在で単元未満株式を１００株以上保有されている株主各位につき

ましては、その単元未満株式のうち１００株の整数倍の株式は、１００株券にて株券を交付

いたします。 

３．なお、同日開催の取締役会において、上記の１単元の株式数の変更に伴い、商法第２２１

条第２項の規定に基づき、当社定款上の「１単元の株式の数」について、１,０００株から   

１００株に変更することを決議しております。 

以  上 


